
 掲示期間 11.21－11.30 

新潟市民病院財務規程の規定による帳票規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和７年１１月２１日  

                      新潟市病院事業管理者 大谷 哲也  

新潟市民病院管理規程第１５号  

   新潟市民病院財務規程の規定による帳票規程の一部を改正する規程  

 新潟市民病院財務規程の規定による帳票規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２４

号）の一部を次のように改正する。  

 別記様式第１３号中「立替払費用債還請求書」を「立替払費用償還請求書」に改める。  

別記様式第１６号を次のように改める。  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１６号  

  
附 則  

この規程は、令和７年１１月２３日から施行する。  

 


